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〇 県では今年度中に「第８次保健医療計画」（以下「第８次計画」）

を策定することとしており、令和５年８月３日開催の第１回協議会に

おいて「第８次計画の骨子案」についてご協議いただいた。

〇 その後、令和５年12月11日付で委員の皆様に「第８次計画の素案」

について意見照会を行った。あわせてパブリックコメントを実施し、

県民等からもご意見を伺った。

〇 本日は、委員の皆様からいただいたご意見等を踏まえ、「第８次計

画(案)」を策定したことから、その内容についてご協議いただきたい。

概要
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〇 第８次神奈川県保健医療計画について

ア 前回の協議会の振り返り

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況

ウ 第８次保健医療計画（案）

目次：
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★当協議会で協議する
項目について整理させ
ていただいた。

★ただし、それ以外の
項目についても委員か
ら意見を聴取し、いた
だいたご意見を各分野
の所管課へ伝えること
とした。

ア 前回の協議会の振り返り

【参考】令和５年８月３日開催
第１回神奈川県歯科保健医療推進協議会資料
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イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況

〇 令和５年12月11日付けで、第８次計画（素案）について委員の皆様に意見照会を行っ
た。

〇 あわせて、令和５年12月20日～令和６年１月19日の期間で、県民意見反映手続き（パ
ブリックコメント）を実施した。

〇 意見照会およびパブリックコメントでいただいたご意見と、その反映結果については、
次のとおり。

【意見照会・パブリックコメントの実施結果】

〇いただいたご意見の数：

第８次計画全体：97件 ／ うち歯科保健医療に関するご意見の数：41件
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イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況

【意見照会・パブリックコメントの反映状況】
〇歯科保健医療に関するご意見の数：41件

・計画案に反映したもの：A → 16件
・すでに取り組んでいるもの／計画案に記載のあるもの：B → 16件
・今後の施策運営の参考とするもの：C → ９件
・反映できないもの：D → ０件
・その他（感想や意見など）：E → ０件

【計画の整理における考え方】
〇保健医療計画は、多岐にわたる分野を総合的にまとめた計画であることから、詳
細な記載・表現には限界があります。

〇そのため、個別計画を策定している分野については、詳細な記載を個別計画にゆ
だねるなどの整理を図っています。
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いただいた意見 区分 県の回答案

【災害医療】

災害時に関する具体的な市町村と保健福祉事務所を
入れた訓練の実施と避難所での医療、災害関連死を
抑制するための施策がない。避難所での感染対策を
講じた上での口腔ケアは重要である。

C

災害時の歯科医療・口腔ケアについては、保健医療
計画上の記載はないものの、個別計画である保健
医療救護計画に記載しています。

いただいたご意見については今後の施策運営の参
考とさせていただきます。

【災害医療】

避難所での医療提供体制は保健福祉事務所の管轄
なので記述が必要であるが項目がない。
具体的には、以下の記載が必要ではないか。

「感染に留意した避難所での医療提供体制の構築を
早期に地域行政と関係医療団体等と調整を図る。避
難所における災害関連死の大きな一因である肺炎予
防のために口腔ケアの実施を県および地域歯科医師
会と連携する。また、多数遺体の鑑別についての県警
察と県および地域歯科医師会との協力にて実施す
る。」

C

災害時の歯科医療・口腔ケアについては、保健医療
計画上の記載はないものの、個別計画である保健
医療救護計画に記載しています。

いただいたご意見については今後の施策運営の参
考とさせていただきます。

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況

１

２
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いただいた意見 区分 県の回答案

【小児医療】
「２施策の方向性（３）小児在宅医療（医療的ケア児）へ
の支援 」に以下の記載をお願いしたい。
○県は、医療的ケア児とそのご家族が地域で安心して

療養できるよう、県周産期救急医療システム受入病院、
地域の医療機関、在宅医療機関、訪問看護、地域の歯
科医療機関、訪問歯科等における連携体制の強化及
び人材養成を進めます。

A

医療的ケア児等が地域で安心して療養するため
には、「訪問歯科」だけでなく、「地域の歯科医療
機関」との連携も重要であることから、ご意見のと
おり追記しました。

【がん】

「神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進条例」の内容に
従った、がん等周術期医科歯科連携を進める施策の記
述がない

A
ご意見については、「２施策の方向性」に反映し
ました。

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況

３

４

⇒ 別冊P21

⇒ 別冊P30
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いただいた意見 区分 県の回答案

【脳卒中】

脳卒中後には口腔や嚥下麻痺が残る事が多い事から
誤嚥性肺炎を予防するために早期から在宅に至るま
で専門的な口腔ケアを実施すべきであり、在宅歯科医
療地域連携室と連携するなど、退院時にも切れ目の
ない実施を促進する。

B

ご意見については、「(2)課題ア脳卒中の未病改

善」に、脳卒中の後遺症による口腔機能の低下に
対する早期の摂食・嚥下リハビリテーションの必要
性を記載しています。

なお、関連計画である「神奈川県循環器病対策推
進計画」において摂食嚥下障害に係る人材育成研
修支援の取組を記載しています。

【脳卒中】

脳梗塞を引き起こす血管内プラークは歯周病原因菌と
の関連があるといわれており、歯周病菌のコントロー
ルは重要である。罹患したあとの摂食リハビリにも口
腔機能管理、訓練は重要である。

B

ご意見については、「(2)課題ア脳卒中の未病改

善」に、生活習慣の改善のほか、摂食・嚥下リハビ
リテーションの実施等の必要性を記載しています。
なお、関連計画である「神奈川県循環器病対策推
進計画」において摂食嚥下障害に係る人材育成研
修支援の取組を記載しています。

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況

５

６

⇒ 別冊P36

⇒ 別冊P36
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いただいた意見 区分 県の回答案

【心筋梗塞等の心血管疾患】

歯周病を罹患させる細菌が心血管プラークの形成
に関与すると言われているため歯周病菌のコント
ロールは重要であり、禁煙は重要である。啓発を
促す必要がある。

B

ご意見については、「(2)課題ア心血管疾患の未病改
善」に、喫煙防止の啓発について記載しています。

また、歯周病の予防と治療の重要性についても計画
に記載しています。

【糖尿病】
（２）糖尿病の予防

総論、生活習慣のところに、歯周病との関連性が
明記されてない。
医科歯科連携の文言が具体的に書かれていない。

A

ご意見については、「（２）ア総論及びイ生活習慣」に
反映しました。

なお、医科歯科連携については、計画の「かながわ糖
尿病未病改善プログラム（神奈川県糖尿病対策推進
プログラム）」にて医科と歯科が連携した具体的な取
組として実施しています。

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況

７

８

⇒ 別冊P50・51・62

⇒ 別冊P36・43
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いただいた意見 区分 県の回答案

【精神疾患】
２施策の方向性
（２）適切な医療への早期アクセス
エ精神科救急を含めた精神医療体制による早期治療、
早期退院の仕組みづくりに以下の記載をお願いしたい。

○うつ病や認知症等の精神疾患について、発症の初

期段階にかかりつけ医、かかりつけ歯科医を受診した
際に、適切に精神科医療につなげられるよう、県では
医師会、歯科医師会等と連携しながら、かかりつけ医、
かかりつけ歯科医を対象としたうつ病対応力向上研修
や認知症対応力向上研修を実施していきます。

A

ご意見については、２（２）エに反映しました。

（認知症対応力向上研修については、医師、歯科
医師、看護師、薬剤師等に対して実施していま
す。）

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況

９

⇒ 別冊P78
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いただいた意見 区分 県の回答案

【未病を改善する取組の推進】
「施策の方向性」に以下の記載をお願いしたい。
◯オーラルフレイル対策は未病改善の3つの取組の一

つである食（栄養・オーラルフレイル）に含まれ、重症
化すると低栄養、サルコペニア、フレイル重症化となり、
最終的には第四期の食べる機能障害、要介護となり
不可逆となってしまうため、可逆性のある第三期前の
対策が重要となります。

A ご意見については、「未病を改善する取組の推進」
にオーラルフレイル対策について記載しました

【未病を改善する取組の推進】

高齢者の未病対策におけるオーラルフレイルの予防、
改善は重要であるため、県民に広く周知すべきである。
県および地域の歯科医師会と協力し、歯科医療機関
での健診や治療を推進させる必要がある。

A

関係機関及び関係団体と連携し、オーラルフレイル
対策に必要な情報の普及啓発を行うことを記載さ
せていただきました。

詳細な内容は「第２部第３章第３節歯科保健対策」
に記載しています

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況

10

11

⇒ 別冊P85

⇒ 別冊P87
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いただいた意見 区分 県の回答案

【未病を改善する取組の推進】
（１）ライフステージに応じた未病対策
ア. 子どもの未病対策
１．現状と課題に追加をお願いしたい。

◯子どもの食は成長発育に欠かせないものです。そ
れには健全な口腔機能の獲得が必要ですが、口腔機
能発達不全症の子どもも見られ、将来的にオーラル
フレイルになるリスクが大きくなります。

◯貧困肥満が社会問題となっていますが、栄養価高
い食事がとれず、安価な低栄養高カロリーの加工食
品を摂取することから生活習慣病のリスク大が大きく
なり、ネグレクトなどの虐待のリスクも大きくなります。
◯学校歯科健診のむし歯診断のＣ0は正しい食生活

習慣、フッ化物応用で、健全な歯に戻ることができる
ことから未病の概念とリンクします。放置するとむし歯
が重症化し、歯の喪失リスクが大きくなります。

A

○ 口腔機能の獲得に係る記載については、「第２
部第３章第３節歯科保健対策」に記載しています。

○ 貧困家庭を含む子ども及び保護者からの栄養
相談への対応や、バランスの良い食事の重要性
の普及啓発等に取り組んでいるところですが、御
意見のとおり、子どもの頃からの安価な加工食品
の大量摂取や、食事内容の偏り等による肥満は将
来にも影響する課題のため、より効果的な普及啓
発内容の検討など、今後の施策運営に当たり参考
とさせていただきます。

〇 むし歯や歯周病は、生活習慣に密接に関係し、

こどもの頃から望ましい歯科保健行動を生活習慣
として身につけることの重要性について、「第２部
第３章第３節歯科保健対策」に記載しました。

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況

12

⇒ 別冊P90

⇒ 別冊P91



いただいた意見 区分 県の回答案

【未病を改善する取組の推進】

（１）ライフステージに応じた未病対策に、以下の記載をお願
いしたい。
◯子どもの食は成長発育に欠かせないものです。それには健全な口
腔機能の獲得が必要です。県の健口かながわ5か条、噛ミング30、

健口体操を普及啓発しつつ、口腔機能発達不全症が疑われる場合
は、歯科受診する必要があります。

◯貧貧困肥満の子ども達は、栄養価高い食事がとれず、安価な低栄
養高カロリーの加工食品を摂取することから生活習慣病のリスク大
が大きくなることから、子ども食堂の推進等の支援をして行きます。
貧困から十分な食事が摂取できずネグレクトのリスクが大きくなるこ
とから、歯科医師等は歯科検診等を通して（歯及び口腔の健康づくり
推進条例の第6条2：歯科医師等の責務）、ネグレクトなど早期発見に
努めます。
◯学校歯科健診のむし歯診断のＣ0は正しい食生活習慣、フッ化物

応用で、健全な歯に戻ることができることから未病の概念とリンクし
ます。放置するとむし歯が重症化し、歯の喪失リスクが大きくなりま
す。正しい食生活習慣とフッ化物応用で、う蝕の重症化による歯の喪
失が防止され、オーラルフレイルや認知症が予防できます。

A

○ 口腔機能の獲得に係る記載については、
「第２部第３章第３節歯科保健対策」に記載し
ています。

○ 貧困家庭を含む子ども及び保護者から
の栄養相談への対応や、バランスの良い食
事の重要性の普及啓発等に取り組んでいる
ところですが、御意見のとおり、子どもの頃か
らの安価な加工食品の大量摂取や、食事内
容の偏り等による肥満は将来にも影響する
課題のため、より効果的な普及啓発内容の
検討など、今後の施策運営に当たり参考とさ
せていただきます。

〇 むし歯や歯周病は、生活習慣に密接に

関係し、こどもの頃から望ましい歯科保健行
動を生活習慣として身につけることの重要性
について、「第２部第３章第３節歯科保健対
策」記載しました。

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況

13

⇒ 別冊P91

⇒ 別冊P90

13



14

いただいた意見 区分 県の回答案

【未病を改善する取組の推進】
エ.高齢者の未病対策に、以下の記載をお願いしたい。
＜現状・課題＞
◯オーラルフレイルは未病改善の3つの取組の一つであ

る食（栄養・オーラルフレイル）に明記されており、対策とし
ては不可欠です。オーラルフレイルの概念図第三期では
口腔機能低下症を示しており、重症化すると低栄養、サ
ルコペニア、フレイル重症化となり、最終的には第四期の
食べる機能障害、要介護となり不可逆となってしまいます。
＜施策の方向性＞
◯オーラルフレイル対策は未病改善の3つの取組の一つ

である食（栄養・オーラルフレイル）に含まれ、重症化する
と低栄養、サルコペニア、フレイル重症化となり、最終的
には第四期の食べる機能障害、要介護となり不可逆と
なってしまうため、可逆性のある第三期前の対策が重要
となります。

A ご意見については、未病を改善する取組の推進
にオーラルフレイル対策について記載しました

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況

14

⇒ 別冊P85
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いただいた意見 区分 県の回答案

【未病を改善する取組の推進】
（２）未病改善の取組を支える環境づくり
イ.職域における未病改善を進める環境づくり「ＣＨＯ
構想」

＜現状と課題＞
追加をお願いしたい。

◯歯科健診は歯科医療費の削減に寄与し、何よりも
社員の歯及び口腔の健康増進に効果的です。また、
国の施策である国民皆健診が進められ、働き世代の
歯科健診の受診率を一層上げていく必要があります。

B

全ての県民が、生涯にわたり切れ目なく歯科検診
を受診し、歯科保健指導を受ける機会を持つこと
の重要性を普及啓発することについては、「第２部
第３章第３節歯科保健対策」に記載しています。

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況

15

⇒ 別冊P90・91
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いただいた意見 区分 県の回答案

【未病を改善する取組の推進】
＜現状と課題＞

（３）未病を見える化する取組に、以下の記載をお願いした
い。
◯未病改善にオーラルフレイルの改善は不可欠です。そこで「マイ
ＭＥ－ＢＹＯカルテ」の中に「オーラルフレイルのスクリーニング問診
票」を入れ、ハイリスクの方は歯科受診勧奨をし、アプリの中にパタ
カカウンターまたはサンスターの毎日パタカラのようなアプリの機能
も導入し、オーラルディアドコキネシスやＲＳＳＴよる自己チェックを
することができ、さらに、オーラルフレイル予防改善として、健口体
操（グー・パー・ぐるぐる・ごっくん・べー）のを動画を見れる機能を入
れます。これら機能を入れることで、「マイＭＥ－ＢＹＯカルテ」を県
民に広めると同時に幅広い年齢層にオーラルフレイルの啓発もす
ることができます。歯周疾患健診や電子母子手帳とのリンクができ
ることから、妊産婦歯科検診や乳幼児歯科健診の情報などもお知
らせする機能があると便利です。また、将来的に噛むミング３０がモ
ニタリングできる機能が開発されると、口腔機能の獲得・維持・向上
の観点で非常に有用です。

C

歯科保健施策におけるICTの活用については、
DXを推進している中、重要な課題と認識して

います。御提案の内容も含め、今後、検討し
てまいります。

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況
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いただいた意見 区分 県の回答案

【未病を改善する取組の推進】
（２）未病改善の取組を支える環境づくり

ア．地域における未病改善を進める環境づくりに、以下
の記載をお願いしたい。
◯食（栄養・オーラルフレイル）や運動
◯特定健康診査データ等（ＮＤＢ：ナショナルデータベー
ス；レセプト情報・特定健診等情報データベース）

B

データを収集する先としては、ＮＤＢやレセプト情
報・特定健診等情報データベース等になることが
考えられますが、参照箇所には、数値の出典とし
て括弧書きで「ＮＤＢオープンデータ（令和元年）」
と表現しています。いただいたご意見は今後の参
考とさせていただきます。

【未病を改善する取組の推進】
エ高齢者の未病対策に、以下の記載をお願いしたい。

〇フレイルの前駆症状であるオーラルフレイルの予防と
して多職種連携による食支援を推進する。

B

関係機関及び関係団体と連携し、口腔機能を維
持・向上することにより未病を改善し、要介護状態
とならないよう、オーラルフレイル対策に関する普
及啓発を行うことなどについて、「第２部第３章第
３節歯科保健対策」において記載しています。

【未病を改善する取組の推進】

〇国の方針である小児の口腔機能発達不全症に対する
記述がない

B

子どもの頃における口腔機能の発達についての
普及啓発の必要性と口腔機能の獲得・維持・向上
について、「第２部第３章第３節歯科保健対策」に
記載しています。

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況
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いただいた意見 区分 県の回答案

【歯科保健対策】
歯科保健対策
（3）障がい児者、要介護者の歯と口腔の健康づくり

障害者や要介護者は口腔の疾患を抱えると治療が困
難であることから、障害者二次診療所や地域歯科医師
会と連携し早期の治療と定期的な管理が必要である。
在宅における口腔ケアも重要であるため、在宅歯科医
療連携室を利用し、要介護者の口腔の健康維持を進
めていく。

在宅歯科医療連携室の活用で、人材の育成、研修を
実施し、医科介護との連携を促進し、退院時等切れ目
の無い在宅歯科医療提供体制を構築する

また医療的ケア児への対応を地域連携室と歯科医師
会と協力し促進する。

A

障害者や要介護者の口腔の健康維持については、
「第２部第７章第４節歯科医療機関の役割」におけ
る、施策の方向性に位置付けています。

また、在宅歯科医療連携室による人材育成等のご
意見については、「第２部第４章第１節在宅医療」に
おいて整理させていただきます。

なお、医療的ケア児への対応については、今後、県
歯科医師会と適宜検討していきます。

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況
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いただいた意見 区分 県の回答案

【歯科保健対策】
（2）口腔機能の獲得・維持・向上

小児の口腔機能発達不全症に対する施策、低フォスファ
ターゼ症に対する早期脱落に関する知識の普及、食育に
よる口腔機能の発育を促す施策の普及。

（3）障がい児者および要介護者の歯と口腔の健康づくり

障害者歯科医療に関する、障害者歯科二次医療機関の周
知と質の向上、一次医療機関の育成を県歯科医師会と連
携し推進する。

〇医科歯科連携の促進

糖尿病医科歯科連携、がん等周術期医科歯科連携を県お
よび地域歯科医師会と調整し促進する
〇災害時における歯および口腔の健康

災害時における避難所における口腔ケア、応急的歯科医
療、また多数遺体の歯型による鑑別訓練の推進を県およ
び地域歯科医師会、衛生士会と連携し人材育成を行う。

C

小児の口腔機能の発達等については、市町村
の乳幼児歯科健診等で、従事する歯科専門職
や保健師、栄養士等が情報提供及び情報共有
に積極的に関わることができる体制を強化する
こと等より、推進してまいります。

障害者歯科医療に関するご意見については、
「第２部第４章第３節障がい者対策」の施策の方
向性に位置付けています。

糖尿病・がんとの医科歯科連携については、そ
れぞれの分野に記載しました。

なお、多数遺体の歯型による鑑別訓練の推進と
地域歯科医師会、衛生士会と連携しての人材育
成については、県が設置する「死因究明等推進
協議会」にて協議を行っておりますので、いただ
いたご意見を参考にして、引き続き取り組んで
いきます。

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況
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いただいた意見 区分 県の回答案

【歯科保健対策】
２．施策の方向性
（１）歯及び口腔疾患対策

[原案]

◯フッ化物洗口、フッ化物配合歯みがき剤の使用や、
歯と歯肉の観察、歯間部清掃用具を使用する習慣等
のセルフケアの実践に向けて、関係機関及び関係団
体との連携し正しい知識の普及啓発を行います。

[意見（修正案）]

◯フッ化物洗口、フッ化物配合歯みがき剤の使用や、
歯と歯肉の観察、歯間部清掃用具を使用する習慣等
のセルフケアの実践に向けて、関係機関及び関係団
体との連携し正しい知識の普及啓発を行うとともに、必
要な支援を行います。

B

市町村等に対する専門的な情報提供や歯科保健
に携わる専門職の人材育成等を通じて、フッ化物洗
口等のフッ化物応用も含めた、むし歯対策の支援を
行う旨を計画に記載しています。

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況
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いただいた意見 区分 県の回答案

【歯科保健対策】
２施策の方向性（１）歯及び口腔疾患対策
[原案]

全ての県民が、定期的に歯科検診を受診できるよう、
定期的に歯科検診を受けることの重要性や、かかりつ
け歯科医をもつことの意義について普及啓発を行いま
す。

[意見（修正案）]

全ての県民が、定期的に歯科検診を受診できるよう、
定期的に歯科検診を受けることの重要性や、かかりつ
け歯科医をもつことの意義について普及啓発とともに
歯科健診の実施を行います。

B

定期的に歯科検診を受けることの重要性や、かか
りつけ歯科医をもつことの意義について普及啓発
するとともに、市町村等に対する専門的な情報提
供や歯科保健に携わる専門職の人材育成等を通
じて、市町村が実施する歯科検診の支援を行って
まいります。

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況
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いただいた意見 区分 県の回答案

【歯科保健対策】１（２）
[原案]

高齢期では、オーラルフレイル対策を含む口腔機能の
維持・向上が、むせや誤嚥、窒息などを防ぎ、おいしく

楽しい食事や会話につながることについて普及啓発が
必要です。

[意見（修正案）]

高齢期では、フレイルの前駆症状であるオーラルフレ
イル対策を含む口腔機能の維持・向上が、むせや誤
嚥、窒息などを防ぎ、おいしく楽しい食事や会話につ
ながることについて普及啓発が必要です。

B

オーラルフレイル対策を含む口腔機能の維持・向上
については、関係機関及び関係団体と連携し、口
腔機能を維持・向上することにより未病を改善し、
要介護状態とならないよう、引き続きオーラルフレイ
ル対策に必要な情報の普及啓発を行う旨記載して
います。

【在宅医療】

地域包括と施設における歯科口腔機能管理の一体的
な流れと県歯科医療地域連携室の連携強化、医療的
ケア児への対応の記述が少ない。

A

歯科医療地域連携室の推進については計画に記
載させていただきました。なお、医療的ケア児につ
いては、「第１章第５節小児医療」及び「第４章第３
節障がい者対策」にて整理しています。

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況
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いただいた意見 区分 県の回答案

【在宅医療】（2）在宅医療提供体制の充実

県は県歯科医師会が統括する在宅歯科医療連携室と協力し、人
材の育成を含めた研修、多職種との連携、在宅歯科医療の推進
を図る。

A いただいたご意見を参考に、計画に反映
しました。

【在宅医療】（2）在宅医療提供体制の充実
[原案]
○県は、在宅医療の受け皿拡大に向け、在宅医療の提供に必
要な設備整備等に対する支援を行うとともに、在宅歯科医療の
受け皿拡大に向け、地域における訪問歯科診療の拡大に向けた
取組を推進します。
[意見（修正案）]
○県は、在宅医療の受け皿拡大に向け、在宅医療の提供に必
要な設備整備等に対する支援を行うとともに、在宅歯科医療の
受け皿拡大に向け、地域における訪問歯科診療の拡大に向けた
取組を推進します。

在宅療養高齢者が必要な口腔ケア・歯科治療を受ける機会を増
やすための取り組みを推進します。

A いただいたご意見を参考に、計画に反映
しました。

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況
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いただいた意見 区分 県の回答案

【高齢者対策】第２節 高齢者対策
１（４）未病改善と健康づくりの推進
[原案]

◯高齢者が健康で生き生きとした生活を送るためには、食事や運動
などの生活習慣の改善など生活習慣の改善に取り組むことが大切
です。また、生活機能の低下が疑われる状態になった場合、早期に
状態の改善や重度化の防止を図っていくことが重要です。
[意見（修正案）]

◯高齢者が健康で生き生きとした生活を送るためには、食事や運動
などの生活習慣の改善など生活習慣の改善に取り組むことが大切
です。さらに、十分な栄養摂取には口腔機能は重要であり、オーラ
ルフレイルに対する取組（オーラルフレイル認知度の増加、健口かな
がわ５か条（健口体操、噛ミング30）の普及啓発、オーラルフレイル

改善プログラムの地域定着、オーラルフレイル健口推進員の養成）
も重要です。また、生活機能の低下やフレイルの重度化が疑われる
状態になった場合、早期に状態の改善や重度化の防止を図っていく
ことが重要です。

B

「第２部第３章第３節歯科保健対策」
において、「健口体操」などのオーラ
ルフレイル対策の普及啓発やオーラ
ルフレイル改善プログラムの定着など
口腔機能の獲得・維持・向上について
記載しています。

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況
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いただいた意見 区分 県の回答案

【高齢者対策】
追加
１（４）未病改善と健康づくりの推進

◯高齢期になると歯周病の悪化により歯肉が下がり、歯根
が露出することで、歯根がむし歯になることが問題になって
おり、歯の喪失のリスクが大きくなり、それにともない、オーラ
ルフレイル、フレイルの悪化のリスクが大きくなります。
２（３）未病の改善と健康づくりの推進

◯高齢期になると歯周病の悪化により歯肉が下がり、歯根
が露出することで、歯根がむし歯になることが問題になって
いるため、高齢者のフッ化物応用（フッ化物洗口等）を推進
することで、歯の喪失のリスクを減少させ、それにともない、
オーラルフレイル、フレイルの悪化を防ぎます。特にフッ化物
洗口は、うがいすることにより、口腔機能の維持・向上にも効
果的なので普及啓発をします。

B

高齢期も含め、フッ化物洗口をはじめとする、
フッ化物応用について、むし歯を防ぐ効果やそ
の利用方法について周知する旨、「第２部第３
章第３節歯科保健対策」に記載をしています。

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況
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いただいた意見 区分 県の回答案

【障がい者対策】追加を希望する。

１．現状と課題（６）障がい者
◯障がい者は自分で歯ぶらしなどのセルフコント―ロが困

難な場合があり、むし歯になるリスクが大きく、さらに歯の
喪失のリスクが大きくなり、それにともない、オーラルフレ
イル、フレイルの悪化のリスクが大きくなります。

２．施策の方向性
◯障がい者は自分で歯ぶらしなどのセルフコント―ロが困

難な場合があり、むし歯になるリスクが大きく、それを予防
するにはフッ化物応用が効果的であり、普及啓発していき
ます。特に特別支援学校等の児童・生徒に対する集団的
フッ化物洗口は効果的で、実施しようとする施設の支援を
して行きます。

B

障がい児者や要介護者は、自身の口腔衛生管
理が困難な場合もあることから、歯科疾患対策、
口腔ケア、口腔機能の発達・維持・向上のため
口腔管理や歯科検診を受ける機会の提供につ
いて、各機関・関係機関が連携した支援を行うこ
とについて「第２部第３章第３節歯科保健対策」
に記載を行っております。

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況

30

⇒ 別冊P92



27

いただいた意見 区分 県の回答案

【母子保健対策】
（６）妊婦及び乳幼児における口腔の健康管理

県や各市町村は、妊婦を対象とした、かかりつけ歯科医で
の歯科検診と歯科保健指導を行うことよりセルフケア技術
や知識の普及を図ります。

C

かかりつけ歯科医を持つことについては普及啓
発に取り組みますが、妊婦及び乳幼児における
歯科検診と歯科保健指導は集団健診等でも実
施しているため、ご意見については今後の取組
の参考とさせていただきます。

【母子保健対策】
（5）医療的ケア児の最後に

母体は高齢出産する割合は増加していることから、歯周病
を罹患していると早産、低体重児に大きな影響を及ぼすと
されている事から、妊婦歯科健診による歯周病の検診が
必要である。地域行政と連携し、知識の普及をはかる。
（6）乳幼児の乳歯の早期脱落を早期に発見する事で、低

フォスファターゼ症を発見でき、早期に治療できると言わ
れている。市町村の乳幼児検診にて普及を促進させる。ま
た、口腔機能発達不全症が増加しており、その健診と早期
治療に対する普及啓発を促進する。

B

早産、低出生体重児の出生のリスクについては、
妊婦健康診査で評価を行いますので計画に位
置づけませんが、歯周病に関して妊婦を対象と
した歯科検診と歯科保健指導で引き続き予防に
取り組みます。

低フォスファターゼ症については、計画に記載の
とおり乳幼児健診で体制整備を行い、普及啓発
を促進します。

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況

31

32

⇒ 別冊P117・127

⇒ 別冊P115・116・117 
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いただいた意見 区分 県の回答案

【母子保健対策】
＜現状と課題＞

（６）乳幼児の障がい・疾病の発生予防・早期発見と健康管
理に追加
◯低フォスファターゼ症（指定難病172）の早期発見の一つ

として乳歯の早期脱落で、歯根吸収がほとんどなく、外傷な
どの既往がなく、歯根のままで脱落することが特徴です。乳
幼児歯科健診等で発見が可能となります。

＜施策の方向性＞

（５）乳幼児の障がい・疾病の発生予防のための検査体制
の整備に追加
◯低フォスファターゼ症（指定難病172）の早期発見の目的
として、乳幼児歯科健診等で発見ができるように推進します。

B
低フォスファターゼ症については、計画に記
載のとおり乳幼児健診で体制整備を行い、普
及啓発を促進します。

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況

33

⇒ 別冊P116・117 
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いただいた意見 区分 県の回答案

【母子保健対策】
＜現状と課題＞
（6）妊産婦及び乳幼児における口腔の健康管理

[原案]

◯妊産婦については、ホルモンバランスの変化、嗜好の変
化等によって、むし歯や歯周病が進行しやすいため、口腔
清掃がより重要です。

[意見（修正案）]

◯妊産婦については、ホルモンバランスの変化、嗜好の変
化等によって、むし歯や歯周病が進行しやすく、また歯周病
は低出生体重児のリスクを増大させるため、セルフケアとプ
ロフェッショナルケアが重要です。

B

早産、低出生体重児の出生のリスクについて
は、妊婦健康診査で評価を行いますので計画
に位置づけませんが、歯周病に関しては計画
に記載のとおり妊婦を対象とした歯科検診と
歯科保健指導で引き続き予防に取り組みます。

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況

34

⇒ 別冊P116・117 
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いただいた意見 区分 県の回答案

【母子保健対策】

＜現状と課題＞に追加
（８）児童虐待予防

◯妊産婦歯科検診を通じて口腔衛生状態が悪ければ、生
活習慣の乱れを把握でき、見守りをしつつ、行政サービス
につなげることができます。

＜施策の方向性＞に追加
（７）児童虐待予防

◯妊産婦歯科検診を通じて口腔衛生状態が悪ければ、生
活習慣の乱れを把握でき、歯科保健指導をしつつ見守りが
でき、心身のストレスの状態により行政サービスにつなげる
ことができます。

A

児童虐待予防の観点は、歯科検診のみならず
妊産婦健康診査、乳幼児健康診査全般におい
て重要ですので、ご意見については計画に一
部反映しました。

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況

35

⇒ 別冊P115 
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いただいた意見 区分 県の回答案

【歯科医師、薬剤師、その他の医療・介護従事者】
[原案]
（１）歯科医師
県は、在宅歯科医療地域連携室を設置し、医科や介護と
の連携の相談、在宅歯科医療に係る研修等を行うなど、
地域の在宅歯科医療を担う歯科医師を支援します。

[意見（修正案）]
（１）歯科医師
県は、在宅歯科医療地域連携室を充実し、医科や介護と
の連携の相談、在宅歯科医療に係る研修等を行うなど、
地域の在宅歯科医療を担う歯科医師を支援します。

C

在宅歯科医療地域連携室の増設については、
既設置の26か所の効果検証も行いながら検討

する必要があります。いただいたご意見は今後
の施策運営の参考とさせていただきます。

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況

36
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いただいた意見 区分 県の回答案

【歯科医療機関の役割】 ＜施策の方向性＞
（2） 在宅歯科医療における役割に追記

在宅歯科医療連携室と連携し、在宅歯科医療機関の増加、人材
の育成により県民の相談等に対応する。

災害時には避難所における歯科医療、口腔ケアにより災害関連
死を抑制に関与し、また多数の遺体に対する個体識別に協力す
る。

A

在宅歯科医療連携室に関するご意見に
ついては、「第２部第４章第１節の在宅医
療」において整理させていただきます。

なお、多数の遺体に対する個体識別の協
力については、いただいたご意見を参考
に、県が設置する「死因究明等推進協議
会」で協議することを検討します。

【歯科医療機関の役割】 ＜施策の方向性＞
[原案]

県は、市町村、関係団体及び機関と共に、医科や介護と連携し
た多職種による口腔ケアを含む在宅歯科医療支援ネットワーク
の整備や、関係職種における口腔ケア及び摂食・嚥下リハビリ
テーションを推進します。
[意見（修正案）]

県は、市町村、関係団体及び機関と共に、医科や介護と連携し
た多職種による口腔ケアを含む在宅歯科医療地域連携室をは

じめとする在宅歯科医療支援ネットワークの整備や、関係職種に
おける口腔ケア及び摂食・嚥下リハビリテーションを推進します。

C

在宅歯科医療地域連携室の増設につい
ては、既設置の26か所の効果検証も行い

ながら検討する必要があります。いただい
たご意見は今後の施策運営の参考とさせ
ていただきます。

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況

37

38

⇒ 別冊P100
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いただいた意見 区分 県の回答案

【歯科医療機関の役割】 ＜施策の方向性＞

[原案]

県は、在宅歯科医療の需要の増加に対応するため、在宅歯科
医療を担う歯科医療従事者を十分確保する必要があることか
ら、在宅歯科医療を担う歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士
の人材育成を行います。

[意見（修正案）]

県は、在宅歯科医療の需要の増加に対応するため、在宅歯科
医療を担う歯科医療従事者を十分確保する必要があることか
ら、在宅歯科医療を担う歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士
の人材育成を行い、人材確保を推進します。

A
いただいたご意見を踏まえ、計画に反映
しました。

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況

39

⇒ 別冊P127 



34

いただいた意見 区分 県の回答案

【認知症対策】
１．現状・課題（２）認知症未病対策に追加してほしい。

◯歯の本数と認知症は関連があることから、歯の喪
失防止と8020運動（80歳で20本の歯保つことを目標と
する）を推進する必要があります。

C

歯がほとんどなく義歯（入れ歯）を使用していない
人は、20本以上歯を有する人と比較して、認知症

発症リスクが高くなるという報告がありますが、義
歯（入れ歯）を使用する人は認知症の発症リスクに
差がなかったとされています。80歳で20本の歯を保
つことを目標とする「8020運動」を推進するとともに、

定期的な歯科検診などの機会をとらえて適切な歯
科受診についても普及啓発してまいります。

【認知症対策】

２．施策の方向性（２）認知症未病の充実に追加して
ほしい。

◯歯の本数と認知症は関連があることから、歯の喪
失防止をするために、多くの県民が80歳で20本の歯
保つことを目標とする「8020運動」を推進し、歯の喪失
の原因となるむし歯、歯周病対策に取り組みます。

C

歯がほとんどなく義歯（入れ歯）を使用していない
人は、20本以上歯を有する人と比較して、認知症

発症リスクが高くなるという報告がありますが、義
歯（入れ歯）を使用する人は認知症の発症リスクに
差がなかったとされています。80歳で20本の歯を保
つことを目標とする「8020運動」を推進するとともに、

定期的な歯科検診などの機会をとらえて適切な歯
科受診についても普及啓発してまいります。

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況

40

41
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ウ 第８次保健医療計画（案）

いただいたご意見等を踏まえて整理した第８次計画（案）は、

「別冊」のとおり。



36

以上です。


